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【年通号数】公開・登録公報2019-020
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   Ｈ０１Ｌ  51/44     (2006.01)
   Ｈ０１Ｇ   9/20     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｈ０１Ｌ   31/04     １１２Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   31/04     １６６　
   Ｈ０１Ｇ    9/20     １１３Ａ
   Ｈ０１Ｇ    9/20     １１１Ａ
   Ｈ０１Ｇ    9/20     １０３　
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【手続補正書】
【提出日】令和1年10月1日(2019.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の電極と、ホールブロッキング層と、電子輸送層と、ホール輸送層と、第二の電極
と、を有する固体型光電変換素子であって、
　前記電子輸送層は電子輸送性半導体と光増感材料とを含み、
　前記ホール輸送層は、有機ホール輸送材料と下記一般式（１ａ）及び一般式（１ｂ）で
表される塩基性化合物のうち少なくとも１つとを含有することを特徴とする固体型光電変
換素子。
【化１】

【化２】
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（式（１ａ）又は（１ｂ）中、Ｒ１、Ｒ２は置換もしくは無置換のアルキル基または芳香
族炭化水素基を表し、同一でも異なっていてもよく、また、Ｒ１、Ｒ２は互いに結合して
、窒素原子を含む置換もしくは無置換の複素環基を形成してもよい。）
【請求項２】
　前記光増感材料は、下記一般式（２）で表される請求項１に記載の固体型光電変換素子
。
【化３】

（式中、Ｒ３は置換もしくは無置換のアルキル基を表す。）
【請求項３】
　前記電子輸送性半導体が、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化スズ、及び酸化ニオブから選択
される少なくとも１種である請求項１又は２に記載の固体型光電変換素子。
【請求項４】
　前記ホールブロッキング層は、酸化チタンを含む請求項１乃至３のいずれか一項に記載
の固体型光電変換素子。
【請求項５】
　前記有機ホール輸送材料が、オキサジアゾール化合物、トリフェニルメタン化合物、ピ
ラゾリン化合物、ヒドラゾン化合物、テトラアリールベンジジン化合物、スチルベン化合
物、及びスピロビフルオレン系化合物から選ばれる化合物である請求項１乃至４のいずれ
か一項に記載の固体型光電変換素子。
【請求項６】
　前記有機ホール輸送材料が、ｓｐｉｒｏ－ＯＭｅＴＡＤである請求項５に記載の固体型
光電変換素子。
【請求項７】
　前記ホールブロッキング層上に前記電子輸送層を有する請求項１乃至６のいずれか一項
に記載の固体型光電変換素子。
【請求項８】
　前記ホール輸送層を第一のホール輸送層としたとき、前記第二の電極との間に、ホール
輸送性の高分子材料を含む第二のホール輸送層を有する請求項１乃至７のいずれか一項に
記載の固体型光電変換素子。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の固体型光電変換素子を具備することを特徴とす
る太陽電池。
【請求項１０】
　第一の電極と、有機薄膜材料層と、第二の電極と、を有する光電変換素子であって、
　前記有機薄膜材料層が、下記一般式（１ａ）及び一般式（１ｂ）で表される塩基性化合
物のうち少なくとも１つを含有し、前記塩基性化合物の含有量が、１重量％～２０重量％
であることを特徴とする光電変換素子。
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【化４】

【化５】

（式（１ａ）又は（１ｂ）中、Ｒ１、Ｒ２は置換もしくは無置換のアルキル基または芳香
族炭化水素基を表し、同一でも異なっていてもよく、また、Ｒ１、Ｒ２は互いに結合して
、窒素原子を含む置換もしくは無置換の複素環基を形成してもよい。）
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